Ⅲ　働いているときに（働くときのルール）

Ⅲ　働いているときに（働くときのルール）　　　　　　　　　　   
１　労働時間・賃金・休暇等
どんな仕事でも、長時間続けて働くことは心身ともに大きな負担となります。

近年は、過労によるストレス等が問題となっています。労働者が働きすぎにならないように、労働時間や休憩・休日についても決まりがあります。
(1) 労働時間・休日
　●法定労働時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （労働基準法第３２条、４０条）
法定労働時間とは、労働基準法で定められた１日及び1週間の最長労働時間のことです。

労働基準法では、1日の労働時間　　⇒   8時間以内
1週間の労働時間  ⇒　40時間以内　と定められています。
　なお、常時10人未満の商業、映画・演劇業（映画の製作の事業を除く）、保健衛生業、接客娯楽業は、特例として、１週間の労働時間　⇒　44時間以内　と定められています。
また、繁忙期に労働時間を長くする代わりに、閑散期の労働時間を短くする等、業務の繁閑に応じて労働時間の配分を行おうとする場合、「1か月単位の変形労働時間制」「フレックスタイム制」「1年単位の変形労働時間制」「1週間単位の非定型的変形労働時間制」の4つの変形労働時間制が認められています。
●法定休日

　　休日とは、労働契約において労働義務がないとされている日のことで、法定休日とは、労働基準法において、毎週少なくとも1日または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないと定められている休日です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （労働基準法第35条）
　●時間外労働・休日労働に関する協定（３６協定、サブロク協定）

　　法定労働時間を超えて労働者が働く場合は、あらかじめ労働組合または従業員の過半数代表者と使用者の間で、「時間外労働・休日労働に関する協定」を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    （労働基準法第36条）
　　平成３１年4月1日（中小事業主は令和２年4月1日）から、36協定により延長できる時間外労働の上限（限度時間）が法律で規制され、原則「月45時間・年360時間」となっています。また、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない臨時的な事情により特別条項を定めた場合であっても、次の上限の範囲内としなければなりません。（自動車運転の業務や医師、建設業等は、令和6年3月31日までこの適用が猶予されています。）

	上　限
	1  時間外労働は年720時間以内

	
	2  時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満

	
	3  時間外労働と休日労働の合計について、2～6か月平均で月80時間以内

	
	④ 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年６か月が限度


※時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきであり、労働時間の延長は原則として限度時間を超えないものとされていることを十分認識した上で36協定を締結する必要があります。
（令和6年3月31日までこの適用が猶予されていた、建設事業、自動車運転の業務や医業に従事する医師は、次の表のとおりになります。）

	事業・業務
	猶予期間終了後の取扱い
（令和6年4月１日以降）

	建設事業（※１）
	●災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。
●災害の復旧・復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、
　✓月100時間未満
✓２～６か月平均80時間以内
とする規制は適用されません。

	自動車運転の業務
（※１）
	●特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が960時間となります。

●時間外労働と休日労働の合計について、
　　✓月100時間未満

✓２～６か月平均80時間以内
とする規制は適用されません。
●時間外労働が月45時間を超えることができるのは年６か月までとする規制は適用されません。

	医業に従事する医師
	●特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1,860時間となります(※２)。

●時間外労働と休日労働の合計について、

✓２～６か月平均80時間以内
とする規制は適用されません。

●時間外労働が月45時間を超えることができるのは年６か月までとする規制は適用されません。

●医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがあります。
※２ 医業に従事する医師の一般的な上限時間（休日労働含む）は年960時間/月100時
　　間未満（例外的に月100時間未満の上限が適用されない場合がある）。

　　地域医療確保暫定特例水準（Ｂ・連携Ｂ水準）又は集中的技能向上水準（Ｃ水準）の対
　　象の医師の上限時間（休日労働含む）は年1,860時間/月100時間未満（例外的に月
　　100時間未満の上限が適用されない場合がある）。


※１ 建設事業及び自動車運転の業務については、働き方改革関連法施行後の労働時間の動向その他の事情を勘案しつつ、上限規制の特例の廃止について引き続き検討するものとされている（働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第12条第２項）。

(2) 休憩時間

1日の労働時間が6時間を超える場合　⇒　45分以上

1日の労働時間が8時間を超える場合　⇒ 1時間以上の休憩時間が与えられます。

休憩時間は、労働時間の途中に、原則として一斉に与えられ、自由に利用できます。
（労働基準法第34条） 
(3) 時間外・休日・深夜労働と割増賃金

時間外労働　⇒　法定労働時間を超えて働くこと

休日労働　　⇒　法定休日に働くこと

深夜労働　　⇒　22時～翌5時までの間に働くことをいいます。

上記の労働をした場合は、割増賃金が支払われなければなりません。 　　（労働基準法第37条）

	割増率・計算式

	時間外労働
	休日労働
	深夜労働

	25％以上
	35％以上（ただし、振替休日は除く。）
	25％以上

	計算式：通常賃金の1時間分の賃金×割増率×時間数


※1か月60時間を越える時間外労働については、50％以上の割増賃金を支払わなければなりません。
中小企業についても令和５年４月1日から適用されています。
(4) 年次有給休暇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【問合せ：相談窓口　P５5】
　　年次有給休暇とは、所定の休日以外に仕事を休んでも賃金が支払われる休暇のことです。労働者の心身の疲労を回復させ、仕事と生活の調和を図るためにも休暇の取得は大切です。
雇われた日から6か月間継続して勤務し、所定労働日数の８割以上出勤した場合、休暇が与えられます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     （労働基準法第39条）
なお、平成３１年4月1日から、年次有給休暇の一部取得が義務化されています。具体的には、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させる必要があります。ただし、労働者自身の時季指定、あるいは、労使協定に基づく計画的付与制度により、年5日以上の年次有給休暇を取得する労働者については、この義務が免除されます。
	年次有給休暇の付与日数

	所定労

働時間
	週の所

定労働

日　数
	1年間の所定労働日数（週以外の期間で労働日数が定められている場合）
	勤続期間

	
	
	
	6か月
	1年

6か月
	2年

6か月
	3年

6か月
	4年

6か月
	5年

6か月
	6年

6か月

以上

	週30時間以上
	10日
	11日
	12日
	14日
	16日
	18日
	20日

	週
30時間
未満
	5日以上
	217日以上
	
	
	
	
	
	
	

	
	4日
	169～216日
	7日
	8日
	9日
	10日
	12日
	13日
	15日

	
	3日
	121～168日
	5日
	6日
	6日
	8日
	9日
	10日
	11日

	
	2日
	73～120日
	3日
	4日
	4日
	5日
	6日
	6日
	7日

	
	1日
	48～72日
	1日
	2日
	2日
	2日
	3日
	3日
	3日


※労使協定の締結により、年に5日を限度として、年次有給休暇を時間単位で取得できます。

(5) 賃金
賃金とは、給料、手当、賞与その他名称に関わらず、労働の対価として支払われる全てのものをいいます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         （労働基準法第11条）

●賃金支払の５原則

賃金の支払には5つの原則があります。
1 通貨で　②直接本人に　③全額を　④毎月１回以上　⑤一定の期日に　支払わなければならないことです。                                                 （労働基準法第24条）
・本人の同意があれば、銀行等の口座振込によって支払うことができます。
・所得税や社会保険料等の法令で決められたものや、社内預金等（労使間で協定した場合のみ）は、賃金から差し引くことが認められています。

●最低賃金制度

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき、国が最低賃金を定め、それより低い賃金を原則認めない制度です。
都道府県ごとに、地域別最低賃金及び特定最低賃金が定められ、使用者は、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
仮に、最低賃金より低い賃金を労使間の合意で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。　　　　　　　　　　　        （最低賃金法第4条）

　【問合先】　山梨労働局賃金室　℡055-225-2854
	山梨県の最低賃金

	区　分
	1時間当りの最低賃金額
	発効年月日

	地域別
	山梨県最低賃金
	９８８円
	令和６年１０月１日

	特定最低賃金
	電子部品・デバイス・

電子回路、電気機械器具、

情報通信機械器具製造業
	１,０４７円
	令和６年１２月２７日

	
	自動車・同附属品製造業
	１,０２９円
	令和７年１月３日


２　母性保護・母性健康管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【問合せ：相談窓口　P55】
労働基準法は、母性保護の見地から必要な措置が定められています。
(1) 産前産後休業

使用者は、産前6週間（双子以上の場合は14週間）以内の女性労働者から請求があった場合は、就業させてはなりません。また、産後8週間を経過しない女性は就業させてはなりません。

ただし、産後6週間を経過後、本人が請求した場合で、医師が支障が無いと認めた業務には就業させることができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　  （労働基準法第65条）

また、休業中の賃金については、法の定めはなく、通常就業規則等で定められています。

休業中無給の場合は、健康保険の保険給付として、産前6週間（双子以上の場合は14週間）、産後8週間を限度として、1日につき標準報酬日額の3分の2程度が出産手当金として支給されます。
休業期間中は、事業主が申請することにより、健康保険・厚生年金保険料の免除が受けられます。

(2) 軽易な業務への転換

妊娠中の女性労働者は、身体への負担を軽くするため、他の軽い業務へ転換することを事業主に請求できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 （労働基準法第65条）
(3) 労働時間の制限

　　妊娠中及び産後1年以内の女性労働者には、フレックスタイム制以外の変形労働時間制の適用は制限され、時間外・休日・深夜労働をしないことを事業主に請求できます。 （労働基準法第66条）
(4) 育児時間

　　生後1年未満の子を育てる女性労働者は、休憩時間とは別に1日2回、各々少なくとも30分の育児時間を事業主に請求できます。　　　　　　　　　　　　　　     　  （労働基準法第67条）

(5) 生理休暇
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはなりません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　  （労働基準法第68条）

(6) 妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限
使用者は、妊娠中の女性及び産後１年を経過しない女性（妊産婦）について、重量物を取り扱う業務や有毒ガスを発散する場所における業務等、危険有害業務に就業させてはなりません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　 （労働基準法第64条の３）
〇関連法令

・労働安全衛生法　・女性労働基準規則　・特定化学物質障害予防規則

・鉛中毒予防規則　・有機溶剤中毒予防規則
※労働安全衛生法施行令等の一部改正により、妊婦や出産・授乳機能に影響のある２６の化学物質のうち、スチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレンの３物質が「有機溶剤中毒予防規則の措置対象物質」から「特定化学物質障害予防物質規則の措置対象物質」となりました。
これにより、これらの３物質は所定の屋内作業場における業務が就業禁止の対象となります。
(7) 健康診査のための時間の確保・指導事項を守るための措置（母性健康管理措置）
　　妊娠中及び出産後1年以内の女性労働者は、保健指導や健康診査を受けるための必要な時間を確保することができます。　　　　　　　　　　　　　　　　      （男女雇用機会均等法第12条）
　また、保健指導や健康診査に基づいて、医師または助産師の指導があった場合、事業主に申出することにより、妊娠中の時差勤務、休憩時間の延長、労働時間の短縮・休業、作業の制限等の必要な措置が講じられます。　　　　　　　　　　　　　　　　           （男女雇用機会均等法第13条）
医師等からの指導事項を事業主に的確に伝えることができるよう、「母性健康管理指導事項連絡カード」（厚生労働省ホームページから様式をダウンロードできます。）を利用しましょう。
(8) 不利益取扱いの禁止

　　妊娠、出産、産前産後休業を請求・取得したこと、妊娠中の時差勤務等同法に基づく母性健康管理措置を受けたこと、深夜業の免除等労働基準法に基づく母性保護措置を受けたこと、妊娠または出産に起因する症状により労務提供ができないことまたは能率が低下したこと等を理由とする解雇その他不利益な取扱いを禁止しています。また、妊娠中・産後１年以内の解雇は、事業主が「妊娠、出産、産前産後休業を取得したこと等による解雇でないこと」を証明しない限り、無効となります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （男女雇用機会均等法第9条）
　　「不利益な取扱い」とは、解雇、契約を更新しないこと、退職の強要、正社員をパートとするような労働契約内容の変更を強要すること、減給、賞与等において不利益な算定を行うこと、不利益な配置の変更を行うこと等が該当します。

(9) 妊娠・出産等に関するハラスメントの防止

　　事業主は、職場において、女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置、産前休業の取得、軽易な業務への転換、時間外労働や深夜労働をしなかったこと、育児時間を取得したこと等に対する上司・同僚からの言動により、女性労働者の就業環境が害されることのないよう相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。　　　　　                    （男女雇用機会均等法第11条の2）
３　仕事と育児・介護・治療の両立支援　　　　　　　　　　　【問合せ：相談窓口　P55・56】
働き続けながら育児や介護に携わる男女労働者を支援するために、育児・介護休業法で各種制度が定められています。一定の要件を満たせば、期間を定めて雇用されている労働者も各種制度が利用できます。
また、がん、糖尿病、肝炎等の病気を抱えながらも働く意欲・能力のある労働者が、仕事を理由として治療機会を逃すことなく、また、治療の必要性を理由として仕事の継続を妨げられることなく、適切な治療を受けながら生き生きと働き続けられる社会を目指す「治療と仕事の両立支援」の取り組みが進められています。

(1) 育児・介護休業法における令和７年４月１日以降の制度の概要
	
	育児関係
	介護関係

	休　　　　　業　　　　　制　　　　　度
	
	育児休業
	産後パパ育休(出生時育児休業)
	介護休業

	
	休業の定義

	○労働者が原則としてその１歳に満たない子を養育するためにする休業

	○産後休業をしていない労働者が原則として出生後８週間以内の子を養育するためにする休業
	○労働者がその要介護状態（負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、２週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態）にある対象家族を介護するためにする休業

	
	対象労働者

	○労働者（日々雇用を除く）
○有期雇用労働者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要
・子が１歳６か月（２歳までの休業の場合は２歳）を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
○労使協定で対象外にできる労働者
・雇用された期間が１年未満の労働者
・１年（１歳以降の休業の場合は、６か月）以内に雇用関係が終了する労働者
・週の所定労働日数が２日以下の労働者
	○産後休業をしていない労働者（日々雇用を除く）
○有期雇用労働者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要
・子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して８週間を経過する日の翌日から６か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
○労使協定で対象外にできる労働者
・雇用された期間が１年未満の労働者
・８週間以内に雇用関係が終了する労働者
・週の所定労働日数が２日以下の労働者
	○労働者（日々雇用を除く）
○有期雇用労働者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要
・介護休業取得予定日から起算して93日経過する日から６か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
○労使協定で対象外にできる労働者
・雇用された期間が１年未満の労働者
・93日以内に雇用関係が終了する労働者
・週の所定労働日数が２日以下の労働者

	
	対象となる
家族の範囲

	○子

	○子
	○配偶者（事実婚を含む。以下同じ。）
父母、子、配偶者の父母
祖父母、兄弟姉妹及び孫

	
	回数

	○子１人につき、原則２回
○以下の事情が生じた場合には、再度の育児休業取得が可能
①新たな産前・産後休業、産後パパ育休、育児休業又は介護休業の開始により育児休業が終了した場合で当該休業に係る子又は家族が死亡等した場合

	○子１人につき、２回（２回に分割する場合はまとめて申出）
	○対象家族１人につき、３回



	
	育児関係
	介護関係

	休　　　　　業　　　　　制　　　　　度
	
	育児休業
	産後パパ育休(出生時育児休業)
	介護休業

	
	（続き）
回数

	②配偶者が死亡した場合又は負傷、疾病、障害により子の養育が困難となった場合
③離婚等により配偶者が子と同居しないこととなった場合
④子が負傷、疾病、障害により２週間以上にわたり世話を必要とする場合
⑤保育所等入所を希望しているが、入所できない場合
○子が１歳以降の休業については、子が１歳までの育児休業とは別に１回ずつ取得可能
○１歳以降の休業について上記①の事情が生じた場合に限り、１歳６か月又は２歳までの育児休業も再度の取得が可能
	
	

	
	期間

	○原則として子が１歳に達するまでの連続した期間
○ただし、配偶者が育児休業をしているなどの場合は、子が１歳２か月に達するまで出産日、産後休業期間、育児休業期間、産後パパ育休期間を合計して１年間以内の休業が可能
	○原則として子の出生後８週間以内の期間内で通算４週間（28日）まで
	○対象家族１人につき通算93日まで


	
	期間
（延長する場合）
	○１歳６か月までの育児休業は、次の要件（②ｳに該当する場合は②のみ）に該当する場合に取得可能
①子が１歳に達する日において（パパ・ママ育休プラスで１歳を超えて育児休業をしている場合にはその休業終了予定日において）いずれかの親が育児休業中であること
②次の特別な事情があること
ｱ 保育所等への入所を希望しているが、入所できない場合
ｲ 子の養育を行っている配偶者（もう一人の親）であって、１歳以降子を養育する予定であったものが死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難になった場合
ｳ 新たな産前・産後休業、産後パパ育休、育児休業又は介護休業の開始により育児休業が終了した場合で当該休業に係る子又は家族が死亡等した場合
③１歳６か月までの育児休業を取得したことがないこと
※同様の条件で１歳６か月から２歳までの延長可
	
	


	
	育児関係
	介護関係

	休　　　　　業　　　　　制　　　　　度
	
	育児休業
	産後パパ育休(出生時育児休業)
	介護休業

	
	手続

	○書面等で事業主に申出
・事業主は、証明書類の提出を求めることができる
・事業主は、育児休業の開始予定日及び終了予定日等を、書面等で労働者に通知
○申出期間（事業主による休業開始日の繰下げ可能期間）は１か月前まで（ただし、出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は、１週間前まで）

１歳以降の休業の申出は、２週間前まで（１歳到達日（２歳までの育児休業の場合は１歳６か月到達日）の翌日以降は１か月前まで）
○出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は、休業１回につき１回に限り開始予定日の繰上げ可

○１か月前までに申し出ることにより、子が１歳に達するまでの期間内で休業１回につき１回に限り終了予定日の繰下げ可
１歳以降の休業をしている場合は、２週間前の日までに申し出ることにより、子が１歳６か月（又は２歳）に達するまでの期間内で１回に限り終了予定日の繰下げ可
○休業開始予定日の前日までに申し出ることにより撤回可
○１歳までの育児休業は撤回１回につき１回休業したものとみなす。１歳以降の育児休業は各１回撤回可、撤回後の再度の申出は原則不可
	○書面等で事業主に申出
・事業主は、証明書類の提出を求めることができる
・事業主は、産後パパ育休の開始予定日及び終了予定日等を、書面等で労働者に通知
○申出期間（事業主による休業開始日の繰下げ可能期間）は２週間前（労使協定を締結している場合は２週間超から１か月以内で労使協定で定める期限）まで（ただし、出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は、１週間前まで）

○出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は、休業１回につき１回に限り開始予定日の繰上げ可

○２週間前までに申し出ることにより、子の出生後８週間以内の期間内で通算４週間（28日）の範囲内で休業１回につき１回に限り終了予定日の繰下げ可
○休業開始予定日の前日までに申し出ることにより撤回可。撤回１回につき１回休業したものとみなす。２回撤回した場合等、再度の申出は不可。

	○書面等で事業主に申出
・事業主は、証明書類の提出を求めることができる
・事業主は、介護休業の開始予定日及び終了予定日等を、書面等で労働者に通知
○申出期間（事業主による休業開始日の繰下げ可能期間）は２週間前まで

○２週間前の日までに申し出ることにより、93日の範囲内で、申出毎に１回に限り終了予定日の繰下げ可
○休業開始予定日の前日までに申し出ることにより、撤回可
○申出が2回連続して撤回された場合には、それ以降の介護休業申出を拒むことができる

	
	休業中の就業
	
	○休業中に就業させることができる労働者を労使協定で定めている場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能
○就業を希望する労働者は書面等により就業可能日等を申出、事業主は申出の範囲内で就業日等を提示、休業前日までに労使合意
○就業日数等の上限がある（休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分まで等）
○休業開始予定日の前日までに申し出ることにより撤回可。休業開始日以降は特別な事情がある場合に撤回可能
	


	
	育児関係
	介護関係

	子の看護等休暇
	制度の内容

	○小学校３年生修了までの子を養育する労働者は、１年に５日まで（当該子が２人以上の場合は10日まで）、病気・けがをした子の看護、子の予防接種・健康診断、感染症に伴う学級閉鎖等、入園（入学）式・卒園式の場合に、休暇が取得できる

○時間単位での取得も可能

	
	対象労働者

	○小学校３年生修了までの子を養育する労働者（日々雇用を除く）
○労使協定で対象外にできる労働者
・週の所定労働日数が２日以下の労働者

	介護休暇
	制度の内容

	○要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、１年に５日まで（対象家族が２人以上の場合は10日まで）、介護その他の世話を行うために、休暇が取得できる

○時間単位での取得も可能

	
	対象労働者

	○要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者（日々雇用を除く）
○労使協定で対象外にできる労働者
　・週の所定労働日数が２日以下の労働者

	所定外労働を制限する制度
	制度の内容
	○小学校就学前の子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならない
	○要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならない

	
	対象労働者
	○小学校就学前の子を養育する労働者（日々雇用を除く）
○労使協定で対象外にできる労働者
・勤続１年未満の労働者

・週の所定労働日数が２日以下の労働者
	○要介護状態にある対象家族を介護する労働者（日々雇用を除く）
○労使協定で対象外にできる労働者
・勤続１年未満の労働者

・週の所定労働日数が２日以下の労働者

	
	期間・回数
	○１回の請求につき１か月以上１年以内の期間

○請求できる回数に制限なし
	○１回の請求につき１か月以上１年以内の期間

○請求できる回数に制限なし

	
	手続
	○開始の日の１か月前までに請求
	○開始の日の１か月前までに請求

	
	例外
	○事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める
	○事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める

	時間外労働を制限する制度
	制度の内容

	○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は制限時間（１か月24時間、１年150時間）を超えて労働時間を延長してはならない
	○要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業主は制限時間（１か月24時間、１年150時間）を超えて労働時間を延長してはならない

	
	対象労働者

	○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
ただし、以下に該当する労働者は対象外
・日々雇用される労働者

・勤続１年未満の労働者

・週の所定労働日数が２日以下の労働者
	○要介護状態にある対象家族を介護する労働者
ただし、以下に該当する労働者は対象外
・日々雇用される労働者

・勤続１年未満の労働者

・週の所定労働日数が２日以下の労働者

	
	期間・回数

	○１回の請求につき１か月以上１年以内の期間

○請求できる回数に制限なし
	○１回の請求につき１か月以上１年以内の期間

○請求できる回数に制限なし

	
	例外
	○事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める
	○事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める

	
	手続
	○開始の日の１か月前までに請求
	○開始の日の１か月前までに請求


	
	育児関係
	介護関係

	深夜業を制限する制度
	制度の内容

	〇小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は午後10時～午前５時（「深夜」）において労働させてはならない
	○要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業主は午後10時～午前５時（「深夜」）において労働させてはならない

	
	対象労働者

	○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
ただし、以下に該当する労働者は対象外
・日々雇用される労働者
・勤続１年未満の労働者
・保育ができる同居の家族がいる労働者
保育ができる同居の家族とは、16歳以上であって、
イ　深夜に就労していないこと（深夜の就労日数が１か月につき３日以下の者を含む）
ロ　負傷、疾病又は心身の障害により保育が困難でないこと
ハ　６週間（多胎妊娠の場合は14週間）以内に出産する予定であるか、又は産後8週間を経過しない者でないこと
のいずれにも該当する者をいう
・週の所定労働日数が２日以下の労働者
・所定労働時間の全部が深夜にある労働者
	○要介護状態にある対象家族を介護する労働者
ただし、以下に該当する労働者は対象外
・日々雇用される労働者
・勤続１年未満の労働者
・介護ができる同居の家族がいる労働者
介護ができる同居の家族とは、16歳以上であって、
イ　深夜に就労していないこと（深夜の就労日数が１か月につき3日以下の者を含む）
ロ　負傷、疾病又は心身の障害により介護が困難でないこと
ハ　６週間（多胎妊娠の場合は14週間）以内に出産する予定であるか、又は産後8週間を経過しない者でないこと
のいずれにも該当する者をいう
・週の所定労働日数が２日以下の労働者
・所定労働時間の全部が深夜にある労働者

	
	期間・回数

	○１回の請求につき１か月以上６か月以内の期間
○請求できる回数に制限なし
	○１回の請求につき１か月以上６か月以内の期間
○請求できる回数に制限なし

	
	手続
	○開始の日の１か月前までに請求
	○開始の日の１か月前までに請求

	
	例外
	○事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める
	○事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める

	所定労働時間の短縮措置等

	○３歳に満たない子を養育する労働者（日々雇用を除く）であって育児休業をしていないもの（１日の所定労働時間が６時間以下である労働者を除く）に関して、１日の所定労働時間を原則として６時間とする措置を含む措置を講ずる義務

ただし、労使協定で以下の労働者のうち所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者は対象外
１　勤続１年未満の労働者

２　週の所定労働日数が２日以下の労働者　

３　業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者

○上記３の労働者について、所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者について次の措置のいずれかを講ずる義務

・育児休業に関する制度に準ずる措置
・フレックスタイム制
・始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ
・事業所内保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
	○常時介護を要する対象家族を介護する労働者（日々雇用を除く）に関して、対象家族１人につき次の措置のいずれかを、利用開始から３年以上の間で２回以上の利用を可能とする措置を講ずる義務

・所定労働時間を短縮する制度
・フレックスタイム制
・始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ
・労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度
ただし、労使協定で以下の労働者のうち所定労働時間の短縮措置等を講じないものとして定められた労働者は対象外
１　勤続１年未満の労働者

２　週の所定労働日数が２日以下の労働者


育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の義務化が令和７年１０月１日から施行されます
· 事業主は、３歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下５つの選択して講ずべき措置の中から、２つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
· 労働者は、事業主が講じた措置の中から１つを選択して利用することができます。
· 事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
選択して講ずべき措置
　①始業時刻等の変更
②テレワーク等（１０日以上/月）
③保育施設の設置運営等
④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇
　（養育両立支援休暇）の付与（１０日以上/年）
⑤短時間勤務制度


（各選択肢の詳細）
　①始業時刻等の変更：次のいずれかの措置（一日の所定労働時間を変更しない）
　　・フレックスタイム制
　　・始業または就業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度（時差出勤の制度）
　②テレワーク等：一日の所定労働時間を変更せず、月に１０日以上利用できるもの。
　③保育施設の設置運営等：保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与をするもの（ベビーシッターの手配および費用負担など）
　④養育両立支援休暇の付与：一日の所定労働時間を変更せず、年に１０日以上取得できるもの
　⑤短時間勤務制度：一日の所定労働時間を原則６時間とする措置を含むもの

(2) 社会保険制度

ア　育児休業期間中は、事業主が申請をすることにより、健康保険・厚生年金保険料の被保険者負担分、事業主負担分の免除が受けられます。また、一定の要件を満たせば雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
イ　介護休業期間中は、一定の要件を満たせば雇用保険から介護休業給付金が支給されます。
(3) 法の実効性の確保    （育児・介護休業法第52条の2～6、56条、56条の2、66条）
●都道府県労働局長による紛争解決の援助制度

●調停制度

●報告の徴収、助言、指導、勧告及び勧告に従わない場合の公表制度

●報告を求めた場合に報告をせず、または虚偽の報告をした者に対する過料
(4) 不利益取扱いの禁止                          （育児・介護休業法第10条 外）
　　育児・介護休業法では、育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、育児・介護のための時間外労働の制度、深夜業の制限及び所定労働時間の短縮措置の申出をしたこと、または利用したこと等を理由とする解雇その他不利益な取扱いを禁止しています。
(5) 育児休業・介護休業等に関するハラスメントの防止   （育児・介護休業法第25条）
　　事業主は、職場において、労働者の育児休業、介護休業その他の子の養育または家族の介護に関する制度または措置の利用に関して、上司から解雇その他不利益な取扱いの示唆や、上司・同僚からの阻害、嫌がらせ等の言動により、労働者の就業環境が害されることのないよう相談に応じ、適切に対応するための体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。
(6) 両立支援等助成金制度
国は、労働者の仕事と家庭の両立を支援する事業主等のために、次のような助成金制度を設けています。
・出生時両立支援コース（子育てパパ支援助成金）　
・介護離職防止支援コース　・育児休業等支援コース　・女性活躍加速化コース
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
・不妊治療両立支援コース

(7) ファミリーサポートセンター

「育児の援助を受けたい人」と「育児の援助を行いたい人」を会員とし、相互援助を行う組織です。援助対象となるのは、甲府市に住所を有している、生後3か月程度の乳幼児から小学生までです。
甲府市上石田3–6-31　中央部幼児教育センター内 

ファミリーサポートセンター　　℡055–223-2253
 (8) 治療関係
治療が必要な疾病を抱える労働者が、業務によって疾病を増悪させること等がないよう、事業場において適切な就業上の措置を行いつつ、治療に対する配慮が行われるようにするため、事業場における取組等が「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」にまとめられています。

ガイドラインには、関係者の役割、事業場における環境整備、個別の労働者への支援の進め方等が取りまとめられています。

【ガイドラインのポイント】

〈両立支援を行うための環境整備〉

○事業者による基本方針等の表明と労働者への周知

○研修等による両立支援に関する意識啓発

○相談窓口等の明確化

○両立支援に関する制度・体制等の整備

〈両立支援の進め方〉

①両立支援を必要とする労働者が、支援に必要な情報を収集して事業者に提出

労働者からの情報が不十分な場合、産業医等または人事労務担当者等が、労働者の同意を得た

上で主治医から情報収集することも可能

②事業者が、産業医等に対して収集した情報を提供し、就業継続の可否、就業上の措置及び治
療に対する配慮に関する産業医等の意見を聴取

③事業者が、主治医及び産業医等の意見を勘案し、就業継続の可否を判断

④事業者が労働者の就業継続が可能と判断した場合、就業上の措置及び治療に対する配慮の内
容・実施時期等を事業者が検討・決定し、実施

⑤事業者が労働者の長期の休業が必要と判断した場合、休業開始前の対応・休業中のフォロー[image: image1]
挿絵をここに入れる






































フルタイムでの柔軟な働き方





注：②と④は、原則時間単位で取得可とする必要があります。
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